
山
形
・俵
田
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
山
形
県
飽
海
郡
八
幡
町
大
字
岡
島
田
字
俵
田

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
八
三
年

（昭
５８
）
四
月
ｉ
六
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
山
形
県
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
安
部
　
実

。
佐
藤
庄

一

５
　
遺
跡
の
種
類
　
集
落
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
八
世
紀
ｉ

一
一
世
紀

７
　
遺
跡
及
び
木
筒
出
土
遺
構
の
概
要

俵
田
遺
跡
は
、
山
形
県
北
西
部
に
あ
た
る
庄
内
平
野
の
北
半
に
位
置
す
る
。

酒
田
市
街
よ
り
北
東
約
七
ｈ
、
飽
海
郡
八
幡
町
大
字
岡
島
田
字
俵
田
を
中
心
と

し
た
水
田
中
に
あ
り
、
遺
跡
の

北
西
約

一
・
八
ｋｍ
に
国
指
定
史

跡
城
輪
柵
跡
が
所
在
す
る
。

調
査
は
農
村
基
盤
総
合
。ハ
イ

ロ
ッ
ト
事
業
に
依
る
も
の
で
、

第

一
次
調

査

を

一
九
七
八
年

田

（昭
５３
）
に
、
第
二
次
調
査
を

一

徽

九
八
三
年

（昭
５８
）
に
実
施
し

た
。
墨
書
の
あ
る
人
形
等
を
出

④
十   導

ｏ庶

糊
巨

蠍

入
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上
し
た
Ｓ
Ｍ
六
〇
祭
祀
遺
構
は
第
二
次
調
査
で
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

祭
祀
遺
構
は
、
約
五
ｍ
四
方
の
範
囲
内
に
、
人
面
墨
描
土
器
、
須
恵
器
小
甕
、

木
製
の
人
形

。
刀
形

。
馬
形

・
斎
串
な
ど
の
遺
物

一
二
〇
点
が
、
祭
場
と
し
て

の
配
置
を
ほ
ば
原
形
の
ま
ま
留
め
た
形
で
検
出
さ
れ
た
。
こ
れ
は
本
遺
構
が
河



跡
か
ら
ご
く
近
い
場
所
に
あ

っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、　
一
時
は
祭
場
と
し
て

の
配
置
が
な
さ
れ
た
も
の
が
、
そ
の
後
の
河
の
氾
濫
に
よ
っ
て
急
激
に
埋
め
ら

れ
た
た
め
に
起
こ
っ
た
稀
な
現
象
と
考
え
ら
れ
る
。

墨
書
は
、
人
面
墨
描
土
器

一
点
と
、
木
製
人
形
七
点
に
認
め
ら
れ
る
。
墨
書

の
あ
る
人
形
は
、
す
べ
て
人
面
墨
描
土
器
の
周
辺
か
ら
出
上
し
て
い
る
。

３
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容

③

　

「範
鬼
坐
」

1985年出上の木簡

目憂 目憂

墨
書
の
あ
る
人
形
は
、
顔
が
倒
卵
形
を
呈
し
、
一月
の
線
が
水
平
な
い
わ
ゆ
る

怒
り
肩
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
手
の
部
分
に
切
り
込
み
が
あ
り
、
股
部
は
台
形

に
切
り
込
ん
だ
後
で
折
り
取
ら
れ
て
い
る
。
表
面
に
は
す
べ
て
墨
書
に
よ
っ
て

顎
装
を
加
え
た
顔
の
表
現
が
な
さ
れ
、
裏
面
に
三
文
字
の
墨
書
が
認
め
ら
れ
る
。

人
面
墨
描
土
器
に
も

「儀
鬼
坐
」
の
墨
書
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
人
形

裏
面
の
三
文
字
は
、
す
べ
て

「
犠
鬼
坐
」
で
あ

っ
た
可
能
性
が
高
い
。

釈
文
に
つ
い
て
は
、　
一
応

「
イ
フ
オ
ニ
マ
ン
マ
ス
」
と
読
ん
で
い
る
が
、
上

の
二
文
字
に
つ
い
て
は

「
シ
キ
」
と
読
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

木
製
模
造
品
の
一
部
は
、
八
世
紀
初
頭
に
成
立
し
た
大
宝
神
祇
令
に
規
定
さ
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れ
た
国
家
的
祭
祀
と
関
連
し
て
お
り
、　
そ
の
具
体
的
内
容
は

『延
書
式
』

に

よ
っ
て

一
応
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
式
の
四
時
祭

・
祝
詞
の
大
祓
条
に
よ
る

と
〔
稜
を
負
わ
せ
た
人
形
を
四
国
の
卜
部
が
祓
所
に
解
除
す
る
こ
と
が
み
え
て

い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

本
遺
構
の
性
格
を
考
え
る
場
合
、
近
郊
に
あ
る
と
羽
国
府

（城
輪
柵
跡
）
と

の
関
連
は
見
逃
せ
な
い
。
官
都
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
た
祭
祀
が
、
地
方
行
政

機
関
を
通
じ
て
次
第
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
地
方
行
政
σ

中
心
で
あ
る
出
羽
国
府
に
お
い
て
も
同
様
な
祭
祀
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
。
Ｓ
Ｍ
六
〇
祭
祀
遺
構
の
時
期
は
人
面
墨
描
土
器
の
形
態
か
ら
み

て
九
世
紀
中
棄
頃
を
推
定
さ
れ
る
が
、
現
に
嘉
祥
三
年

（八
五
〇
）
に
、
全
国

に
先
駆
け
て
出
羽
国
に
陰
陽
師
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

９
　
関
係
文
献

山
形
県
教
育
委
員
会

『
俵
田
遺
跡
第
２
次
発
掘
調
査
報
告
書
』
企山
形
県
埋
蔵

文
化
財
調
査
報
告
書
第
７７
集
　
一
九
八
四
年
）

金
子
裕
之

「
人
形
―
古
代

。
中
世
の
ひ
と
が
た
」
ら
中
世
の
呪
術
資
料
』
第
四

回
中
世
遺
跡
研
究
集
会
レ
ジ
ュ
メ
　
一
九
八
四
年
）

佐
藤
庄

一
「
俵
田
遺
跡
の
祭
祀
遺
構
」
（『え
と
の
す
』
第
２６
号
　
一
九
八
五
年
）

安
部
　
実

「山
形
県
俵
田
遺
跡
第
二
次
調
査
」
３
日
本
考
古
学
年
報
３６
』
一
九

八
六
年
）

（佐
藤
庄
一
）




